
 
支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

７７７ 高血圧症に対する超音波検査（心臓超音波検査以外）（断層撮影法と

Ｍモード法）の算定について 

 

《令和８年１月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

高血圧症に対するＤ215 超音波検査（心臓超音波検査以外）（断層撮影法と

Ｍモード法）の算定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

厚生労働省通知※において、「３」の心臓超音波検査以外で、断層撮影法と

Ｍモード法を併用した場合の点数算定は、「２」の「ロ」の「（１）」（「断

層撮影法」の「その他の場合」の「胸腹部」の点数）により算定する旨示され

ているが、高血圧症に対して、これら断層撮影法とＭモード法を実施する必要

性は乏しい。 

以上のことから、高血圧症に対するＤ215 超音波検査（心臓超音波検査以外）

（断層撮影法とＭモード法）の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 
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